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平成27年 度財政健全化及び経営健全化審査意見書について

地方公共団
‐
体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により(

提出を受iチた庭全花判1断比率及びその算定め基礎となる事項を記1載した

書類並びに同法第22条 第1項の規定による資金不足比率及びその算定・

の基礎と―なる事項を記載した書類について審査した結果、次のとおり意

見書を提出しますと



平成 27年度財政健全化審査意見書

1 審 査 の 対 象

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審 査 の 期 間

平成28年 7月 29日

3 審 査 の―概 要

平成 27年度の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審 査 の 結 果

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適

正に作成されているものと認められる。

健全化判断比率 平成 27年 度 平成 26年 度 早期健全化基準(平成27年度)

① 実 質 赤 字 比 率
一 (%) T(%) 13.83(%)

② 連結実質赤字比率 (%) (%) 18.83(%)

③ 実質公債費比率 5。1 (%) 4.8(%) 25,00(%)

④ 将 来 負 担 比 率
一 (°/。) 一 (%) 350.00 (%)

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担

比率が算定されない場合は 「一」を記載している。



総活表① 健全化半,断比率の状況 (平成27年度決算) Ver,27.00

実質公債費比率 将来負担比率連結実質赤字比率



Ver.27.00
団体名 青森県六ヶ所村

総括表② 連結実質赤字比率等の状況 (平成27年度決算)

(分母比)

2 . 6

0 . 2

0 . 0

0 ! 2

0 . 0

※ 実質収支又は連結実質収支が黒字である場合、

「実質赤字比率(%)」又は「連結実質赤字比率(0/4)」は負の値で表示されます。



総活表③ 実質公債費比率の状況(平成27年度決算)

(参考)

Ver 27 00

団体名 青森県六ヶ所村

(単位 :千 円)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ② ⑥ ③ ① ① ⑫

(繰上償還額等
を除く)(3③
A表 「元利償還
金」欄の数値を
転記)

頃工4 足`僚密々
慮して算定した
額 (3①表
「工」欄の数値

を転記)

満期一拾償還地
方債の 1年 当た
りの元金償還金
に相当するもの

(年度害J相当
額)(3① 表
「ウ」欄の数値

を転記)

公営企業に要す
る経費の財源 と
する地方債の償
遺の財源に充て
たと認められる
傑入金 (3② 表
「合計※」欄の

数値を転記)

~部 争務植官寺
の起こした地方
債に充てたと認
められる補助金
又は負担金

公債質に準する
債務負担行為に
係るもの

一"子4首入金の本」
子

符 疋 財 源 の 額

(3③ A表 「特
定財源計J llFSの
数値を転記)

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費

事業賢補正によ
り基準財政需要
額に算入 された
公債費 (準元利
償還金に係るも
のに限る。)

災害復 旧費 等 に

係る基 準財 政 需

要額

災害復 旧貿争 に

係 る基 準財 政 需

要額 (準元利 償

還金 に係 る もの

に限 る。 )

平成25年度 549,630 314,28C 46,966 54,415 61,57〔 180,515 249,07〔

平成26年度 591,330 46,461 抑
一

55,727 63.53〔 188,306 274,18〔

平成27年度 577,381 345.592 43,905 鞠 53,699 63.00〔 192.856 261.77C

① ⑭ ① ① ①

曇準財政需要額
こ算入された元
刊償遠金

密度補正により
基準財政需要額
に算入された準
元利償還金 (地
方債の元利償遠
額を基礎として
算入 されたもの
に限る。)

標準税 収 入額 等 普迫 交 付 税 額 腕 口すM 以 対 束 頃

発行可能額

平成25年度 1,394 6,357 7,793,904

平成26年度 1,289 6,34( 8,402,04〔

平成27年度 1,128 6,35〔 7,715,957

①

地方財政法第 5

条の 3第 4項 第
1号 の規定に基
づき総務大臣が
定める額
(特月」区のみ記

入 )

実質公債費比率
(単年度)

平成25年度 41,単鞭母

平成26年度 |1腕

平成27年度 五■1149

⑥の内訳
P「 I事業に係 る

責務負担行為に係

るもの (省令第 7

条第 1号 )

レ`わゆる土省協定

率によ り、利便施
設及び公共施設を

買い取るために

行つた債務負担行

為に係 るもの (省
令第 7条 第 2号 )

並びに独立行政法

人森林総合研究

所、独立行政法人

水資源機構及び独
立行政法人環境再
生保全機構の行 う

事業に対する負担
金 (省令第 7条 第

組合が建設 した職

員住宅等の無償譲

渡を受けるために

支払 う貨借料 (省

令第 7条 第 4号 )

社会福祉法人が施

設の建設のために

借 り入れた惜入金
の償還に対する補

助 (省令第 7条 第
6号 )

損失補償又は保証
に係 る債務の履行
に要す る経費の支

出 (省令第 7条 第
6号 )

の者の債務 を,|き
受けた場合 におけ

る当該債務の履行
に要する経費の支

出 (省令第 7条 第
7号 )

その他 これ らに準

ずると認められ る

もの (省令第 7条

第 8 号)

の (政令第 12条第
4号 )

平成25年度

平成26年度

平成27年度 900



総括表④ 】専来負担比率の状況 (平成27年度決算) Vert27.00
団体名 青森県六ヶ所村

将来負担額 A 充当可能財源等 B A 一 B

将来負担比率 (%)

標準財政規模 C 算入公債費等の額 D C ―  D

設立法人の

負債額等
負担見込額

組合連結実質
赤字額負担見込額

公営企業債等
繰入見込額

組合
負担等見込額

債務負担行為に
基づく支出予定額

5,957,117

充当可能財源等

充当可能
特定歳入

基準財政需要額
算入見込額



平成 27年度経営健全化審査意見書

1 審 査 の 対 象

資金不足比率及びその算定め基礎となる事項を記載した書類古

2 審 査 の 期 間

平成28年 7月 29日   |

3 審 査
‐の 板 要 ― |           |

1平 成27年度の公営企業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審 査 の 結 果

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適

正に作成されているものと認められる。              ‐

公営企業会計の名称 平成 27年度資金不足比率 平成 26年 度資金不足比率 経営健全化基準 (%)

水 道 事 業

20,0農業集落排水事業

下 水 道 事 業

※資金不足がない場合は「一」を記載している。



資金不足比率年に関する算定様式

20麦  公 営企業会計に係る資金不足頼等

O安 公営企業会計に孫る資金不足額等





資金不足比率年に関する算定オ京式

③表 宅 地造江事業に係る土地収入見込額等

20表  宅地造成事業に係る土地」Jt入見込寝等



資金不足比率等に関する算定様式


